
- 1 -

用 語 の 説 明
〔あ行〕
１年度間 ４月１日から翌年の３月３１日までの期間をいう。
一般課程 専修学校には、高等課程、専門課程および一般課程をおくことが規

。 、 、 。定されている 一般課程は 入学資格 教育対象等を限定していない
（法第８２条の３）

学級 学級の設置が認可され、又は届け出しているが、５月１日現在児童N
・生徒がいない学級をいう。

〔か行〕
外国人 日本の国籍を有しない者をいう。なお、この調査では日本と外国の

両方の国籍を有する者は日本人とする。
各種学校 法第８３条に規定する学校で、法第１条の規定に基づく学校および

法第８２条の２の規定に基づく学校（専修学校）並びに他の法律に特
別の規定のある学校以外のもので、学校教育に類する教育を行う学校
をいう。各種学校の基準の主なものとして、①修業期間は、１年以上
（簡易な課程は３ヶ月～１年未満も可 、②授業時数は、修業期間が）
１年以上の場合、年間６８０時間以上（１年未満の場合その修業期間
に応じて授業時数を減じる 、③同時に授業を行う生徒数４０人以下、）
④校舎は１１５．７０平方メートルを下回ることができない、等があ
る（各種学校規程 。設置廃止の監督官庁は、私立は都道府県知事（法）
第８３条第２項 、公立は都道府県の教育委員会（法第１０６条第２）
項）である。

学部 大学には、学部をおくことが常例とされている（法第５３条 。学）
部には、通常の学部以外に夜間学部および通信教育学部を置くことが
できる（法第５４条、法第５４条の２第２項 。なお、学校基本調査）
では、大学は文部科学省の直轄調査の対象である。

学科 高等学校の学科、教科については、文部科学省の高等学校設置基準
（高等学校） に定められている（法第４３条 。普通教育を行う学科（普通科 、専） ）

門教育を行う学科（農業、水産、工業、商業、家庭、厚生、商船、外
国語、美術、音楽 、普通教育および専門教育を選択履修し、総合的）
な教育を行う学科（総合学科）等がある（高等学校設置基準第５条、
第６条 。）

学科 短期大学には、学部を置かず学科を置くとされている。通常の学科
（短期大学） 以外に夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を

置くことができる（法第６９条の２ 。なお、学校基本調査では、短）
期大学は文部科学省の直轄調査の対象である。

学級編制 小学校および中学校の学級は、同一学年の児童生徒で編制（ 単式「
学級 ）することとなっている。ただし、特別の事情がある場合は、」
数学年の児童生徒を一つの学級に編制（ 複式学級 ）することができ「 」
る（規則第１９条、第５５条 。学校基本調査では、集計上「単式学）
級 「複式学級 「７５条の学級」に区分している。学級編制は、義」、 」、
務標準法に標準が定められており、都道府県教育委員会が定める基準
に従って、都道府県教育委員会の認可を受けて、学校を設置する地方
公共団体の教育委員会が行う。義務標準法では、小学校の１学級の児
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童数は、同学年の児童で編制する学級（ 単式学級 ）が４０人、２学「 」
年で編制する学級（ 複式学級 ）が１６人、法第７５条に規定する特「 」
殊学級（ ７５条の学級 ）が８人とされている。「 」

学校 「学校とは、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、大学、高
等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする （法第１。」
条 。これ以外に、専修学校と各種学校がある（法第８２条の２、第）
８３条 。）

学校医等 学校医、学校歯科医、学校薬剤師をいう。学校基本調査では学校医
として発令されている者で、同一人が内科、耳鼻科など複数の発令を
受けている場合又は総合病院に委嘱している場合は１人として計上し
ている。

学校栄養職員 学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員をいう （給。
食法第５条の３）

学校給食調理 学校栄養職員以外の学校給食の調理に従事する者をいう。
従事員
帰国子女 海外勤務者等の子女で、引き続き１年を超える期間海外に在留した

者のうち、平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの間に
帰国した児童・生徒の数を調査時点で在学している学年別に計上して
いる 「海外勤務者等」とは、①日本国籍を有する者で、海外の事業。
所、研究機関等に勤務又は研修を行うこと等を目的に日本を出国し、
海外に在留していた者又は現在なお在留している者②終戦前（昭和２
０年９月２日以前をいう）から外地に居住していた者で日本に帰国し
たものをいう。

寄宿舎 児童・生徒および学生等が親元を離れて集団・共同で起居をともに
する学校付設の施設をいう。
盲・聾・養護学校には特別な場合を除き寄宿舎を設けなければなら

ないとされている（法第７３条の２ 。また寄宿舎には、児童、生徒、）
又は幼児の養育にあたる寄宿舎指導員を（法第７３条の３）及び寮務
主任、舎監（教諭を充てる）を（規則第７３条の４）置かなければな
らない。

教員 学校には、校長および相当数の教員を置かなければならないとされ
（法第７条、第８２条の７、第８３条第２項 、資格に関しては、教）
育職員免許法の規定によるもののほか、監督庁（文部科学省）が定め
ている。初等中等教育では、校長（園長 、教頭、教諭、助教諭、養）
護教諭、養護助教諭、講師の名称を用いている。
この調査では、教員を「本務者」と「兼務者」に分けている。①本

務・兼務は辞令面で区分をし、辞令面で区分できないときは、俸給を
支給されている方へ、俸給が同額のときは、勤務時間の長い方に計上
する。②本校と分校に勤務するものは、主として勤務する方に計上す
る。③本務者の中には、休職者、産休者、育児休業者、産休代替者及
び育児休業代替者を含む。④非常勤講師は兼務者とする。

、 、 、教頭 校長とともに法律で定められた職名で 校長の補佐権 校務整理権
代理・代行権を持つ 「副校長」の名称の場合もある （法第２８条、。 。
第４０条、第５０条、第５１条、第７６条、第８１条、第８２条）
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教諭 小・中・高・盲・聾・養護学校及び幼稚園に必ず置かなければなら
ない「教育」又は「保育」をつかさどる職員をいう（法第２８条、第
４０条、第５０条、第５１条、第７６条、第８１条、第８２条 。）

警備員その他 職員の分類の一つであり、学校警備員、ボイラー技師、寄宿舎指導
員、実習補佐員、その他の職員をいう。

講師 小・中・高・盲・聾・養護学校及び幼稚園で「特別の事情があると
き 、教諭に代えて置くことができるほか、大学、高等専門学校では」
「その他の必要な職員」として置くことができる。講師の職務は、小
・中学校等では教諭に準じる職務に従事することとされている（法第
２８条第１０項、第１２項、第４０条、第５０条、第５１条、第５８
条、第７０条の７、第７６条、第８１条 。）

、 。 、校長 学校には必ず置かなければならない職で 学校の代表責任者 なお
この調査では、専修学校及び各種学校の校長は教員数に含まれている
（法第７条、第２８条、第４０条、第５０条、第７６条、第８１条、
第８２条の７、第８３条第２項 。）

高等課程 専修学校の課程の区分の一つで、中学校もしくはこれに準ずる学校
を卒業した者等が入学できる（法第８２条の３）

高等学校 中学校の卒業者等が入学資格を有する。中学校の教育の成果を発展
拡充させる等、一般的な教養を高め、専門的な技能を習熟させ、広い

。 、教養と健全な批判力を養うことなどを目的としている 高等学校には
全日制 定時制 および 通信制 の課程を置くことができる 法「 」、「 」 「 」 （
第４１条～第５１条 。）

高等専門学校 高等学校に入学資格のある者（中学校等の卒業者等）に対し、深く
専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とした
学校である（法第７０条の２，第７０条の５ 。修業年限は通常５年）
である（法第７０条の４ 。卒業者は大学に編入学ができる（法第７）
０条の９ 。）

国立学校 国が設置する学校をいう。国立の小・中・高・盲・聾・養護学校及
び幼稚園は原則として国立大学もしくは国立大学の学部又は国立短期
大学に付属して設置されている（国立学校設置法第２条第２号 。）

〔さ行〕
産業分類 日本標準産業分類（平成１４年３月改訂）による分類で、産業の種

類を体系的に区分したもの。各種統計調査の結果を産業別に表示する
場合に用いられる。
「第１次産業」 Ａ農業、Ｂ林業、Ｃ漁業
「第２次産業」 Ｄ鉱業、Ｅ建設業、Ｆ製造業
「第３次産業」 Ｇ電気・ガス・熱供給・水道業、Ｈ情報通信業

Ｉ運輸業、Ｊ卸売・小売業、Ｋ金融・保険業
Ｌ不動産業、Ｍ飲食店，宿泊業、Ｎ医療，福祉
Ｏ教育，学習支援業、Ｐ複合サービス業
Ｑサービス業（他に分類されないもの）
Ｒ公務（他に分類されないもの）

「左記以外のもの」Ｓ分類不能の産業
児童 学校教育法では、児童とは小学校と盲・聾・養護学校の小学部に就

学している者をいう。
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私費負担の職 国立、公立の学校で校務に従事している本務職員で、給与の一部又
員 は全部をＰＴＡ等の私費負担で支給されている者及び市町村費と私費

の両方から給与を支給されていて、地方公務員として発令されていな
い者をいう。ただし、ＰＴＡ、後援会専従の職員は除く。

就職者 就職者とは、給料、賃金、利潤、報酬その他経常的収入を得る仕事
、 、 、に就いた者のことで 自家自営業に就いた者を含めるが 家事手伝い

臨時的な仕事に就いた者は就職者としない。
就職者総数 就職しつつ高等学校等又は大学等に進学した者、就職しつつ専修学

校（専門課程・高等課程）に進学した者、就職しつつ専修学校（一般
課程）等に入学した者、就職しつつ公共職業能力開発施設等に入学し
た者、前記以外に就職した者、これらすべてを合計した数。

就職率 卒業者総数にしめる就職者総数の割合
春期の入学者 専修学校の入学者のうち、入学時期が平成１８年４月１日から５月

１日までに入学した者をいう。
助教諭 助教諭は教諭の職務を助けるとされている （法第２８条）。
職員 小・中学校には「職員」として、校長、教頭、教諭、養護教諭及び

（ 、 ）事務職員を置かなければならないとしている 法第２８条 第４０条
この調査では、上記の職員を「教員」と「職員」とに分けている。

「職員」とは、事務職員、学校栄養職員、学校図書館事務員、用務員
等をいう。調査票中 「負担法による者（公立のみ 」とあるのは、公、 ）
立学校の職員で「市町村立学校職員給与負担法」によるものをいう。
従って、公立学校でも負担法によらない者は「その他の者」として計
上している。国・私立の学校ではすべて「その他の者」としている。

職業分類 日本標準職業分類（平成９年１２月改訂）による分類で、個人が従
事している仕事の種類を体系的に区分したもの。各種統計調査の結果
を職業別に表示する場合に用いられる。

、 、 、Ａ専門的・技術的職業従事者 Ｂ管理的職業従事者 Ｃ事務従事者
Ｄ販売従事者、Ｅサービス職業従事者、Ｆ保安職業従事者、Ｇ農林漁
業作業者、Ｈ運輸・通信従事者、Ｉ生産工程・労務作業者、Ｊ分類不
能の職業の１０区分がある。

私立学校 一般的には、学校法人が設置する学校。専修学校、各種学校におい
ては準学校法人、財団法人による設置もある （私立学校法の適用）。

進学者 中学校卒業者のうち、高等学校等に進学した者 「高等学校等」と。
高等学校等 は高等学校（本科の全日制、定時制、通信制 、高等学校（別科 、中（ ） ） ）

等教育学校後期課程（本科、別科 、高等専門学校、盲・聾・養護学）
校高等部（本科、別科）をいう。

進学者 高等学校卒業者のうち、大学等へ進学した者 「大学等」とは大学。
（大学等） （学部 、短期大学（本科 、大学、短期大学の通信教育部（正規の課） ）

程、放送大学（全科履修生 、大学、短期大学（別科 、高等学校（専） ）
攻科 、盲・聾・養護学校高等部（専攻科）である。）

進学率 卒業者総数に占める進学者の割合
新設校 平成１７年５月２日から平成１８年５月１日までに新たに設置され

た学校をいう。
生徒 生徒とは、中学校、高等学校等に在学している者をいう。
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設置者別 学校の設置者は、国、地方公共団体及び私立学校法第３条に規定す
る学校法人に限るとされている（法第２条 「国立学校」とは国の設）。
置する学校 「公立学校」とは地方公共団体の設置する学校 「私立学、 、
校」とは学校法人の設置する学校（ただし、専修学校、各種学校、幼
稚園の私立学校は学校法人立以外もある）をいう。

専攻科 高等学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者等に対し特別の事
項を教授し、その研究を指導することを目的とし、高等学校、盲・聾
・養護学校高等部に設置できる。また、大学及び高等専門学校におい
ても専攻科を設置することができる（法第４８条、第５７条、第７０
条の６、第７６条 。）

専修学校 職業、実生活に必要な能力を育成し、教養の向上を図ることを目的
としている 「高等課程 「専門課程 「一般課程」の３課程があり、。 」、 」、
高等課程を置く場合には高等専修学校、専門課程を置く場合は専門学
校と称することができる。専修学校の基準として、①修業年限１年以
上、②授業時間は年間８００時間以上、③教育を受ける者が常時４０
人以上あり、その他、教育内容に応じた教員の資格、施設などの規定
がある。
専修学校制度は昭和５１年より施行され、各種学校の一部が専修学

校の認可を受けた。監督庁は国が設置する学校を除き、都道府県知事
であり、公立については都道府県教育委員会である （法第８２条の。
２、第８２条の３、第８２条の８、専修学校設置基準）

全日制課程 高等学校の課程の区分の一つで、平日の昼間に授業を行う修業年限
３年の課程をいう。

専門課程 専修学校の課程の区分の一つで、高等学校もしくはこれに準ずる学
校を卒業した者等が入学する （法第８２条の３）。

卒業者総数 卒業者総数とは、平成１８年３月卒業者（年度途中に卒業を認めら
れた者も含む ）で、進学者、専修学校等に入学した者、公共職業能。
力開発施設等入学者、就職者、左記以外の者、死亡・不詳の者、これ
らすべてを合計した数。

〔た行〕
、 、 、大学 学術の中心として 広く知識を授け 深く専門の学芸を教授研究し

知的・道徳的・応用的能力を展開することを目的としている。大学に
は 「学部」を置くことを常例とし、夜間学部の設置、あるいは通信、
教育を行うことができる。修業年限は４年を基本とするが、医学部・
歯学部などは、６年としている。入学資格は高等学校卒業以上などで
ある （法第５２条、第５３条、第５４条、第５４条の２、第５５条、。
第５６条）

短期大学 深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実生活に必要な能力を育成
することを主な目的としている。修業年限は２年又は３年とする。大
学と相違して学部を置かず学科を置くこととし、卒業者は大学に編入
学できるとしている（法第６９条の２ 。）

単式学級 同学年の児童・生徒で編制されている学級をいう。
中高一貫教育 同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、監督庁の

定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と
高等学校における教育を一貫して施すことができる（法第５１条の１
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０ 。実施形態は 「併設型」と「連携型」がある。） 、
「併設型」は同一の設置者による中学校と高等学校を接続する設置

形態をいう。
「連携型」は既存の市町村の中学校と都道府県立の高等学校が教育

課程の編成や教員・生徒間交流等の連携を深める形で中高一貫教育を
実施する形態をいう。
本県では平成１５年度から併設型の学校（県立３校、私立１校）が

新設されている。
長期欠席者数 義務教育の学校（小・中学校及び盲・聾・養護学校の小学部、中学

部）で、平成１８年３月３１日現在の在学者のうち、平成１７年４月
１日から平成１８年３月３１日までの１年間に、連続又は断続して３
０日以上欠席した者を計上している。
①「病気」 本人の心身の故障、けが等
②「経済的理由」 家計が苦しくて教育費が出せない、児童・生徒が

働いて家計を助けなければならない等
③「不登校」 心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景に

より登校しないあるいはしたくてもできない状況にある
もの。学校生活上の影響、あそび、非行、無気力、不安
など情緒的混乱、意図的な拒否及びこれらの複合等。

④「その他」 保護者の教育に対する考え方、無理解・無関心などの
家庭の事情、外国での長期滞在等、理由が上記に該当し
ないもの。

通信制高等学 高等学校の教育に門戸を開く目的で、昭和３７年に制定された修業
校 年限３年以上の高等学校で、添削指導、面接指導、試験及び放送によ

る指導等で教育している（法第４５条、第４６条）
学科に関すること以外については、高等学校設置基準の準用はされ

ず、教員、事務職員の数、通信教育の方法、課程の規模、施設、設備
等については、高等学校通信教育規程に定められている。
定時制課程又は他の通信制課程との併習制度、職業訓練所、准看護

婦養成所、専修学校、各種学校等の技能教育施設との技能連携制度が
ある。

定員充足率 幼稚園の認可定員に対する在園者数の割合を表したもの
定時制課程 高等学校の夜間、その他特別の時間又は時期に授業を行う学校。修

業年限は３年以上 （法第４６条）。
〔な行〕
７５条の学級 法第７５条に規定する特殊学校である。①知的障害者、②肢体不自

由者、③身体虚弱者、④弱視者、⑤難聴者、⑥その他心身に故障のあ
る者のうち、特殊学級において教育を行うことが適当な者のために、
小・中・高等学校の各学校に設置される。またこれ以外に、疾病によ
り療養中の児童・生徒に対して特殊学級を設け、又は教員を派遣して
教育を行うことができるとされている。
本調査では 「知的障害 「肢体不自由 「病弱・身体虚弱 「弱、 」、 」、 」、

視 「難聴 「言語障害 「情緒障害」の７つに区分している。」、 」、 」、
入学志願者 高等学校、大学、短期大学において、募集に応じて願書を提出した

者で、付属の学校からの志願者も含めた数をいう。２つ以上の課程、



- 7 -

学科、学部等を志願した者については、実際に入学をした者を入学志
願者として計上する。２次募集志願者も含めて計上する。

入学者 ５月１日までに入学が決定した者。５月１日までの補欠入学者及び
他校への転出者並びに他府県からの入学選抜に合格した者で４月１日
に入学を許可された者も含む。ただし、５月１日までに入学を取り消
された者、退学者、他校からの転入者は含まない。

〔は行〕
廃校（園） 平成１７年５月２日から平成１８年５月１日までに廃止された学校

（園 。）
複式学級 学級編制方式の一つで、複数学年の生徒等で構成される学級（規則

第１９条、第５５条、義務標準法第３条）
「 」 。負担法による 公立学校の職員で 市町村立学校職員給与負担法 による者をいう

、 、 、者 負担法では 市町村立の小・中学校・盲・聾・養護学校の校長 教頭
教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師、学校栄
養職員（給食法第５条の３に規定する者 、事務職員（自治法第１７）
２条第１項に規定する吏員に相当する者及びこれに準ずる者として政
令で定める者）の給料その他の給与は全額都道府県が負担することに
なっている（負担法第１条 。また、市（指定都市を除く）町村立高）
等学校で定時制課程のみを置くものの校長、定時制課程担当の教頭並
びに定時制課程の授業を担任する教諭、助教諭及び講師についても同
様の定めがある（負担法第２条 。）
都道府県が負担した給与等は、義務教育国庫負担法及び公立養護学

校整備特別措置法により、国が原則として２分の１を負担することに
。 、 、なっている 本調査の集計上は 市町村支弁の教員は教員数に含まず

職員数「その他の者」に集計している。また、職員数は 「負担法に、
よる者」と「その他の者」に区分している。

分校 本校とは別個に認可された教育施設をいう（規則第６条 。集計上）
は分校も１校として集計している。

別科 簡易な程度において、特別の技能教育を行う修業年限１年以上の課
程とされている。入学資格は高等学校別科は中学卒業、大学別科は高
等学校卒業、もしくはこれと同等の学力があると認められた者とされ
ている。盲・聾・養護学校にも高等学校の規定が準用されている（法
第４８条、第５７条、第７６条 。）

本校 学校が分校を設置した場合、分校と区別するための呼び名
、 、 。本務者 学校の教職員について 調査上 本務者と兼務者とに区分している

本務、兼務の区別は、①辞令面、②辞令面で区別ができないときは俸
給の支給元あるいは金額の多寡、③俸給で区別できないときは勤務時
間でもって行う。

〔ま行〕
盲学校 盲学校とは、盲者（強度の弱視者を含む）に対して、幼稚園・小・

中・高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために必
要な知識、技能を授けることを目的とした学校をいう（法第７１条 。）
原則として、小学部、中学部を常置し、それ以外に、幼稚部及び高等
部（本科、別科、専攻科）を置くことができる（法第７２条、第７６
条 。都道府県には設置義務がある（法第７４条 。） ）
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〔や行〕
養護学校 養護学校とは、知的障害者、肢体不自由者、病弱者（身体虚弱も含

む）に対して、幼稚園・小・中・高等学校に準ずる教育を施し、あわ
せてその欠陥を補うために必要な知識、技能を授けることを目的とし
た学校をいう（法第７１条 。原則として、小学部、中学部を常置し、）
それ以外に、幼稚部及び高等部（本科、別科、専攻科）を置くことが
できる（法第７２条、第７６条 。都道府県には設置義務がある（法）
第７４条 。）

養護教諭 養護教諭は、児童・生徒の傷害、急病に対する応急処置や保健指導
等を行う等、養護をつかさどる（法第２８条 。）

幼稚園 満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児を保育し、適当な
環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とした学校であ
る（法第７７条、第８０条 。幼稚園の定員については都道府県で認）
可している。

用務員 学校の職員で、学校の環境整備その他の用務に従事する者で技術職
員等として発令されている者もすべて含める。

〔ら行〕
聾学校 聾学校とは、聾者（強度の難聴者を含む）に対して、幼稚園・小・

中・高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために必
要な知識、技能を授けることを目的とした学校をいう（法第７１条 。）
原則として、小学部、中学部を常置し、それ以外に、幼稚部及び高等
部（本科、別科、専攻科）を置くことができる（法第７２条、第７６
条 。都道府県には設置義務がある（法第７４条 。） ）

【法令名略語】
法 学校教育法
令 学校教育法施行令
規則 学校教育法施行規則
給食法 学校給食法
負担法 市町村立学校職員給与負担法
義務標準法 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
自治法 地方自治法


